
様式13

No 案　件　名　称 種目 契約の相手方
契約金額
（税込）

契約日 根拠法令
随意契約理由

（随意契約理由番号） ＷＴＯ

1 行旅死亡人葬祭委託 200：その他 （株）公益社 169,789円 平成30年7月6日
地方自治法施行令第167条
の２第1項第2号

G2 -

2 行旅死亡人葬祭委託 200：その他 （株）栄光堂セレモニーユニオン 127,769円 平成30年8月7日
地方自治法施行令第167条
の２第1項第2号

G2 -

3 行旅死亡人葬祭委託 200：その他 （株）公益社 170,589円 平成30年8月8日
地方自治法施行令第167条
の２第1項第2号

G2 -

4
区役所事務用庁内利用パソコンの
修繕

200：その他 （株）大塚商会　LA関西営業部 135,665円 平成30年9月21日
地方自治法施行令第167条
の２第1項第2号

G4 -

業務委託　随意契約結果【少額随意契約分】

http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf#
http://www2.keiyaku.city.osaka.lg.jp/help/download/zuikeiriyuu.pdf#


１ 

様式 15 

随意契約理由書 

 

１． 案件名称 

行旅死亡人葬祭委託 

 

２． 契約の相手方 

株式会社公益社 

 

３． 随意契約理由 

行旅死亡人については、その所在地を所管する警察署が取扱い、検視が行われ、実

務上警察署が、緊急性、利便性を考慮し、直接葬儀取扱業者へ葬儀実行まで死体保管

を依頼している。その後、当該区役所へ死体、遺留金品等の引渡し（実際には区役所

での死体の引き取りはしない）がある。そのため、業者選択は警察署によりすでに行

われている。また、料金については毎年大阪市と業者組合との「行旅死亡人の葬儀に

関する協定書」により一切の取扱の協定を締結しており、それに基づき請求されるた

め、葬儀委託料は取扱業者が異なっても同一となる。  

上記の理由により、警察署により選定された葬儀取扱業者と特名随意契約を締結す

る。 

 

４． 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５． 担当部署 

中央区役所保健福祉課生活支援グループ（電話番号：０６－６２６７－９８７２） 

 



２ 

様式 15 

随意契約理由書 

 

１． 案件名称 

行旅死亡人葬祭委託 

 

２． 契約の相手方 

株式会社栄光堂セレモニーユニオン 

 

３． 随意契約理由 

行旅死亡人については、その所在地を所管する警察署が取扱い、検視が行われ、実

務上警察署が、緊急性、利便性を考慮し、直接葬儀取扱業者へ葬儀実行まで死体保管

を依頼している。その後、当該区役所へ死体、遺留金品等の引渡し（実際には区役所

での死体の引き取りはしない）がある。そのため、業者選択は警察署によりすでに行

われている。また、料金については毎年大阪市と業者組合との「行旅死亡人の葬儀に

関する協定書」により一切の取扱の協定を締結しており、それに基づき請求されるた

め、葬儀委託料は取扱業者が異なっても同一となる。  

上記の理由により、警察署により選定された葬儀取扱業者と特名随意契約を締結す

る。 

 

４． 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５． 担当部署 

中央区役所保健福祉課生活支援グループ（電話番号：０６－６２６７－９８７２） 

 

 



３ 

様式 15 

随意契約理由書 

 

１． 案件名称 

行旅死亡人葬祭委託 

 

２． 契約の相手方 

株式会社公益社 

 

３． 随意契約理由 

行旅死亡人については、その所在地を所管する警察署が取扱い、検視が行われ、実

務上警察署が、緊急性、利便性を考慮し、直接葬儀取扱業者へ葬儀実行まで死体保管

を依頼している。その後、当該区役所へ死体、遺留金品等の引渡し（実際には区役所

での死体の引き取りはしない）がある。そのため、業者選択は警察署によりすでに行

われている。また、料金については毎年大阪市と業者組合との「行旅死亡人の葬儀に

関する協定書」により一切の取扱の協定を締結しており、それに基づき請求されるた

め、葬儀委託料は取扱業者が異なっても同一となる。  

上記の理由により、警察署により選定された葬儀取扱業者と特名随意契約を締結す

る。 

 

４． 根拠法令 

地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号 

 

５． 担当部署 

中央区役所保健福祉課生活支援グループ（電話番号：０６－６２６７－９８７２） 

 

 



４ 

様式 15 
 

随意契約理由書 

 

１． 案件名称 

区役所事務用庁内利用パソコンの修繕 

 

２． 契約の相手方 

株式会社大塚商会 LA関西営業部 

 

３． 随意契約理由 

中央区役所保健福祉課に設置されている、庁内情報利用端末(ホスト名AEEW095C)につ

いて端末が起動時しない状態であったため、保守業者である、㈱大塚商会へ修理に伴う

原因調査依頼を行ったところ、本体への液体混入による冷却用ファンの故障に伴う不具

合と判明した。 

落下などの物理破損や水濡れ等に起因する修理は保守契約対象外である。 

しかし、①借入契約である端末のため、修理をして返却をする必要がある。②保守契

約を締結している端末のため、保守業者以外の業者により 修理を行った場合、端末全

体が保守契約の対象外となり、今後の運用に支障をきたす。 

以上の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により㈱大塚商会

を特名随意契約の相手方とする。 

 

４． 根拠法令 

地方自治法施行令第167 条の２第１項第２号 

 

５． 担当部署 

中央区役所総務課総務グループ（電話番号：０６－６２６７－９６２５） 

 


